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2026 年 2 月 

学術交流協定校ご担当者様 

 

福井大学交換留学プログラム A 及び B への出願手続きと留学につきまして、特にご注意いただきたい点を以下のとお

りご案内いたします。 

１）今後のスケジュール  （スケジュールは、変更となる可能性があります） 

被推薦者名簿の提出（メール提出）  
2026年 2 月 13 日（金）～2026年 3 月 6 日（金） 

締切厳守（日本時間 24：00 まで） 

応募書類の提出（オンライン申請） 
2026年 3 月 13 日（金）～2026年 4 月 3 日（金） 

締切厳守（日本時間 24：00 まで） 

受入可否の結果通知 2026年 6月中旬 

在留資格認定証明書の送付 2026 年 8月中旬 

学生ビザの申請（申請者自身が手配） 2026 年 8月～9月中 

日本語プレイスメント受験（オンライン） 2026 年 9月上旬～中旬 

渡日（大学寮入寮日）*¹ 2026 年 9月 24日（木）、25日（金） 

オリエンテーション*² 2026 年 9月 28日（月）、29日（火）、30日（水） 

*1 入国する日については最新の情報を適宜確認し、各自調整してください。 

*2 オリエンテーションの日程や実施方法が変更となる場合があります。 

２）応募書類の提出方法について 

被推薦者名簿を除く応募書類の提出は、システム上での申請となります。被推薦者名簿をご提出いただいた後、別

途システムについてご案内をさせていただきます。 

学生本人からの提出は受け付けません。ご担当者も学生のすべての申請書類をご確認の上、提出してください。ま

た応募書類の様式は、毎学期更新しているため、最新のものを使用してください。 

なお、申請者の語学能力証明として、これまで所属大学の担当教員が記入する証明書類でも申請可能としていまし

たが、今回の募集からは、公式な語学試験のスコア証明書の提出が必須となります。日本語能力証明は、日本語能力

試験（JLPT, JPT）、英語能力証明については、TOEFL(PBT/IPT/iBT), TOEIC 等の証明書が提出可能です。 

３）交換可能な留学生数について 

 本学外国人留学生受入れの方針変更に伴い、交換留学生の受入数を各協定校から 1 名～2 名に制限しております。 

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

4）福井大学留学中の在籍について 

 福井大学交換留学プログラムに参加している間、学生は貴学の正規生として在籍している必要があります。 

留学中に貴学を卒業したり学位を取得したりすることはできません。卒業または学位取得をする場合は、必ず留学期

間終了時より後に手続きを行ってください。これは、後述の JASSO 奨学金の受給にも関わります。 

5）単位取得証明書（成績証明書）の発行について 

 特別聴講学生として福井大学に入学する交換留学生には、福井大学で修得した単位について単位修得証明書（成績

証明書）を発行します。証明書の発行時期は、前期（春学期）終了の場合通常 10 月下旬、後期（秋学期）終了の場合
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通常 4 月下旬で、各大学のご担当者様宛てに送付いたします。そのため、単位認定の手続きなどでこの時期よりも早

く証明書が必要な場合は、学生本人からの申請だけではなく、在籍大学からの申請も必要です。早期発行の申請があ

った場合でも、それぞれ 9 月下旬、4 月上旬が最短となります。単位修得証明書が必要な時期を、あらかじめご担当者

様から学生にお知らせください。 

6）JASSO 奨学金および単位互換（認定）の結果報告について 

 特別聴講学生として福井大学に入学する交換留学生には、福井大学で修得した単位について単位修得証明書（成績

証明書）を発行します。証明書の発行時期は、前期（春学期）終了の場合通常 10 月下旬、後期（秋学期）終了の場合

通常 4 月下旬で、各大学のご担当者様宛てに送付いたします。そのため、単位認定の手続きなどでこの時期よりも早

く証明書が必要な場合は、学生本人からの申請だけではなく、在籍大学からの申請も必要です。早期発行の申請があ

った場合でも、それぞれ 9 月下旬、4 月上旬が最短となります。単位修得証明書が必要な時期を、あらかじめご担当者

様から学生にお知らせください。 

7）バディ制度について 

福井大学では外国人留学生に対し、渡日してから半年間はバディを割り当てています。バディは、生活面・修学面

に関する課外援助活動を行い、留学生の学習・研究効果の向上を図ることを目的としています。留学生の渡日前から

バディ学生とのマッチングを行っており、学生同士の国際理解、国際教育への関心を養う機会となっています。 

8）学生の健康状態について 

推薦する学生の心身の健康に懸念事項がある場合は、あらかじめ学生とご担当者様で相談した上で、国際課へご連

絡ください。留学中に万一の事態が起こった場合、本学から貴学へスムーズな連絡ができるよう、情報共有へのご理

解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 


